調　査　要　領

１　ご回答にあたって
・本調査票は、令和８年１月１日を基準日として、春日市内の以下の全ての介護事業所を対象に送付しております。
〇施設・居住系サービス
（特別養護老人ホーム（地域密着型含む）、介護老人保健施設、介護医療院、ショートステイ、グループホーム、
特定施設（地域密着型含む）、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホーム）
〇通所系サービス
（通所介護（地域密着型含む）、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、通所型サービス（総合事業））
・ご回答いただいた内容を、貴事業所の許可なしに、貴事業所が特定される形で公表することは、絶対にございません。

２　本調査の回答者
管理者の方にご回答をお願いしております。

３　調査票のデータ取得先
春日市のホームページに、Excelファイルを載せております。そのうち、「介護人材実態調査_事業所票（施設・通所系）」をダウンロードしていただき、必要事項を入力してください。
　ホームページ掲載箇所
　トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 介護保険 > 高齢者福祉計画・介護保険事業計画 > 介護人材実態調査※トップページの「ページ番号検索」で「1016927」で検索すると、上記ページが開きます。

４　調査票の提出方法
・管理者の方は、回答済みの調査票ファイルを添付し、
令和８年２月１３日（金）までに春日市高齢課のメールアドレスに送信してください。その際、メール標題に「在宅介護実態調査」と記入してください。
[bookmark: _GoBack]　kaigo@city.kasuga.fukuoka.jp(春日市高齢課メールアドレス）


